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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第146期
第１四半期
累計(会計)期間

第145期

会計期間
自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日

自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日

売上高 (千円) 894,264 3,706,742

経常利益 (千円) 21,638 77,000

四半期(当期)純利益 (千円) 17,978 74,028

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ 24,938

純資産額 (千円) 3,319,699 3,319,942

総資産額 (千円) 4,876,550 4,733,260

１株当たり純資産額 (円) 1,276.18 1,276.25

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 6.91 28.46

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 68.1 70.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 168,872 191,177

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 54,964 81,759

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △180 △476,317

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 734,201 510,545

従業員数
 

(人) 207 187

(注)　１　売上高には、消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)は含まれておりません。

  　　２　潜在株式調整後１株当り四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載して

　　おりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社グループ(当社及び関連会社)が営んでいる事業内容に重要な変更

はありません。

  また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年４月30日現在

従業員数(人) 207(154)

(注) 従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を(　)外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 収容能力及び収容実績

当第１四半期会計期間における収容能力(生産能力)と収容実績は次のとおりであります。
　

 
営業店

当第１四半期会計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日)

収容能力(人) 収容実績(人) 利用率(％)

上野 　 　 　

　宴会 89,000 32,047 36

　レストラン 19,758 60,825 308

東京国立博物館 　 　 　

　レストラン 6,536 48,021 735

科学博物館 　 　 　

　レストラン 10,270 69,777 679

東京都美術館 　 　 　

　レストラン 18,920 65,359 345

台東 　 　 　

　宴会 16,380 5,414 33

　レストラン 12,012 8,470 71

東京文化会館 　 　 　

　レストラン 13,710 71,064 518

日本橋 　 　 　

　レストラン 7,446 12,482 168

その他のレストラン 45,862 88,524 193

(注) 収容能力は各営業店とも客席数に営業日数を乗じて算定しております。

　

(2) 受注実績

当社の事業の性格上、受注実績は販売実績と同額のため記載を省略しております。
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(3) 販売実績

①　部門別販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。

　

部門

当第１四半期会計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日)

金額(千円)

レストラン 538,720

宴会他 355,544

計 894,264

(注) 　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

　　　②　営業所別販売実績

　　　当第１四半期会計期間における販売実績を営業店別に示すと次のとおりであります。

　

営業店別

当第１四半期会計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日)

金額(千円)

本社 9,097

上野 448,123

東京国立博物館 50,433

科学博物館 51,124

東京都美術館 69,051

台東 26,103

東京文化会館 91,087

松屋 21,980

読売 18,345

日本橋 26,325

東京大学附属病院 28,656

船堀 13,483

船橋 22,190

池袋 11,972

六本木カレーハウス 2,886

市川白馬亭 3,408

合計 894,264

(注) 　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第1四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機による世界同時不況の影響で、企業の生産や輸

出、設備投資が減少するなど、景況感は急速に悪化することとなり、非常に低迷した状況下で推移しまし

た。 　 

当飲食業界におきましても、資源・原料価格の高騰はやや落ち着いたものの、企業収益を回復するには

至らず、また、雇用不安の広がりにより個人消費は振るわず、非常に厳しい経営環境となりました。

このような情勢下ではありましたが、当社は上野公園内の博物館・美術館の催し物に合わせた特別メ

ニューを随時企画する他、上野公園内の各店舗に出店しているカフェ・売店の販売強化を行いました。ま

た、平成21年4月1日に文化会館店のレストラン及びカフェをリニューアルオープンし集客力の向上に努

めました。しかしながら、宴会需要の減少を挽回するまでには至りませんでした。 

この結果、当第1四半期の売上高は894百万円となりました。営業利益は18百万円、経常利益は22百万円、

四半期純利益は18百万円となりました。

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第1四半期末における総資産は前事業年度末と比べ143百万円増加し、4,877百万円となりました。

流動資産は69百万円増加の1,579百万円、固定資産は75百万円増加の3,298百万円となりました。流動資

産の増加の主な要因は、売掛金が29百万円減少し、現金及び預金が114百万円増加したことによるもので

す。

固定資産の増加の主な要因は、平成21年3月の上野本店空調設備改修工事及び、4月の文化会館店リ

ニューアル等に要した設備投資により110百万円増加した一方で、減価償却費を31百万円計上したことに

よるものです。 

(負債)

当第1四半期末の負債合計は、前事業年度末と比べ144百万円増加し、1,557百万円となりました。流動負

債は172百万円増加の516百万円、固定負債は28百万円減少の1,040百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、買掛金が28百万円、未払金が94百万円、また、7月支払予定の賞与に係る

賞与引当金が42百万円増加したことによるものです。

固定負債の増加の主な要因は、退職給付引当金が8百万円増加した一方で、投資有価証券の時価が下落

した影響で繰延税金負債が4百万円減少したことによるものです。 

(純資産)

当第１四半期末の純資産は前事業年度末とほぼ同額となりました。これは第1四半期純利益18百万円が

ありましたが、株主配当金を13百万円配当し、前述の時価下落の影響でその他有価証券評価差額金が5百

万円減少したことによるものです。 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、734百万円となり前事業年度末

と比べ224百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
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(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、169百万円となりました。この増加の主な要因は、税引前四半期純利益

19百万円に加え、減価償却費31百万円、賞与引当金の増加42百万円、売上債権減少額29百万円、仕入債務の

増加額28百万円等の資金の増加要因によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は、55百万円となりました。この増加の主な要因は、有形固定資産の取得

による支出51百万円の減少に対し、定期預金の減少110百万円があったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、0.2百万円となりました。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第1四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年４月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年６月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,628,000 2,628,000
ジャスダック
証券取引所

単元株式数
100株

計 2,628,000 2,628,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年２月１日～
平成21年４月30日

─ 2,628 ─ 131,400 ─ 4,330

　

(5) 【大株主の状況】

　大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成21年１月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年1月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式26,600

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,596,000
25,960同上

単元未満株式 普通株式　 5,400 ― 同上

発行済株式総数 2,628,000― ―

総株主の議決権 ― 25,960 ―

(注)　　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式81株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年1月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社精養軒

東京都台東区上野公園
４番58号

26,600─ 26,600 1.0

計 ― 26,600─ 26,600 1.0

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　２月

　
　３月

　
　４月

最高(円) 784 800 700

最低(円) 670 630 650

(注)　　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間(平成21年２月１日か

ら平成21年４月30日まで)に係る四半期財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けて

おります。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,444,201 1,330,545

売掛金 78,027 107,105

たな卸資産 36,796 37,382

その他 21,621 39,147

貸倒引当金 △1,700 △4,000

流動資産合計 1,578,947 1,510,178

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 967,961

※1
 920,501

土地 603,193 603,193

その他（純額） ※1
 135,117

※1
 105,220

有形固定資産合計 1,706,270 1,628,914

無形固定資産 5,633 2,023

投資その他の資産

投資有価証券 980,528 988,972

長期預金 500,000 500,000

その他 110,173 109,673

貸倒引当金 △5,000 △6,500

投資その他の資産合計 1,585,700 1,592,145

固定資産合計 3,297,604 3,223,082

資産合計 4,876,550 4,733,260

負債の部

流動負債

買掛金 97,421 69,192

未払金 214,100 119,742

未払費用 79,949 70,202

賞与引当金 82,000 40,000

その他 43,010 45,601

流動負債合計 516,480 344,737

固定負債

退職給付引当金 812,717 805,168

役員退職慰労引当金 103,933 136,050

繰延税金負債 114,674 118,232

その他 9,047 9,131

固定負債合計 1,040,371 1,068,581

負債合計 1,556,851 1,413,318
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 131,400 131,400

資本剰余金 4,330 4,330

利益剰余金 3,037,045 3,032,074

自己株式 △20,226 △20,198

株主資本合計 3,152,549 3,147,606

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 167,150 172,336

評価・換算差額等合計 167,150 172,336

純資産合計 3,319,699 3,319,942

負債純資産合計 4,876,550 4,733,260
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年４月30日)

売上高 894,264

売上原価 379,074

売上総利益 515,189

販売費及び一般管理費 ※1
 497,133

営業利益 18,056

営業外収益

受取利息 1,386

雑収入 2,196

営業外収益合計 3,582

経常利益 21,638

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,538

特別利益合計 1,538

特別損失

固定資産除却損 4,648

特別損失合計 4,648

税引前四半期純利益 18,528

法人税、住民税及び事業税 550

法人税等合計 550

四半期純利益 17,978
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 18,528

減価償却費 31,097

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,549

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,117

受取利息及び受取配当金 △1,664

有形固定資産除却損 3,046

売上債権の増減額（△は増加） 29,078

たな卸資産の増減額（△は増加） 586

仕入債務の増減額（△は減少） 28,229

その他 49,004

小計 171,535

利息及び配当金の受取額 1,664

法人税等の支払額 △4,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 168,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △70,000

定期預金の払戻による収入 180,000

有形固定資産の取得による支出 △50,935

無形固定資産の取得による支出 △3,800

投資有価証券の取得による支出 △300

投資活動によるキャッシュ・フロー 54,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △152

その他 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 223,657

現金及び現金同等物の期首残高 510,545

現金及び現金同等物の四半期末残高 734,201
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

 

当第１四半期累計期間
(自　平成21年２月１日　
　至　平成21年４月30日)

会計処理基準に関する事項の

変更

 

 
 

(１)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当会計年度の第１四半期会計期間から平
成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に
関する会計基準」(企業会計基準委員会　企
業会計基準第９号)を適用し、評価基準につ
いては、原価法から原価法(収益性の低下に
よる簿価切下げの方法)に変更しておりま
す。 
なお、これによる損益に与える影響はあ
りません。

　

　

　
　
　

(２)リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引
については、従来、賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっておりましたが、
「リース取引に関する会計基準」(企業会
計基準第13号　平成19年３月30日改正)及び
「リース取引に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第16号　平成19
年３月30日改正)が平成20年４月１日以後
開始する会計年度に係る四半期財務諸表か
ら適用することができることになったこと
に伴い、当第１四半期会計期間からこれら
の会計基準等を適用し、通常の売買取引に
係る方法に準じた会計処理によっておりま
す。 
また、所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産の減価償却費の方
法については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。 
なお、これによる損益に与える影響はあ
りません。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第１四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日)

１.一般債権の貸倒見積額の

　算定方法

一般債権に係る貸倒引当金は、前会計年度末に算定した貸倒実績

率等から著しい変化がないと認められるため、前会計年度の貸倒実

績率等を用いて算定しております。

２.固定資産の減価償却費の

　算定方法

減価償却費の方法として定率法を採用している資産については、

会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社精養軒(E04763)

四半期報告書

16/22



【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成21年４月30日)

前事業年度末
(平成21年１月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額

1,805,422千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

1,812,499千円

　

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

当第１四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なものは下記の

とおりであります。

給与 199,864千円

賃借料 53,385千円

退職給付費用 6,736千円

減価償却費 27,947千円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年４月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,444,201千円

預入期間が３か月超の定期預金 △710,000千円

現金及び現金同等物 734,201千円
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末(平成21年４月30日)

及び当第１四半期累計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 2,628,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 26,723

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。
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４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年4月24日
定時株主総会

普通株式 13,007 5 平成21年1月31日 平成21年4月27日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　

　　　該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

当第１四半期会計期間末において、事業の運営において重要なものでありかつ前事業年度の末日に

比べて著しい変動が認められるものはありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

　

当第１四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日)

関連会社に対する投資の金額 342,500千円

持分法を適用した場合の投資の金額 189,153千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 ─　千円
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成21年4月30日)

前事業年度末
(平成21年1月31日)

　 　

　 1,276.18円
　

　 　

　 1,276.25円
　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期累計期間
当第１四半期累計期間
(自　平成21年2月1日 
 至　平成21年4月30日)

１株当たり四半期純利益 6.91円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

(注) １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期累計期間
(自　平成21年2月1日 
 至　平成21年4月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 17,978

普通株式に係る四半期純利益(千円) 17,978

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 2,601,304

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年６月12日

株式会社　精養軒

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　　　二ノ宮　　隆雄　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　　　原田　　　一　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社精養軒の平成21年２月１日から平成22年１月31日までの第146期事業年度の第１四半期累計期間(平成21

年２月１日から平成21年４月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算

書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社精養軒の平成21年４月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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